
平成２９年度 第１回刈谷市行政評価委員会 

（３）行政評価の進め方について 
 
（４）外部評価対象事業選定について 
 
（５）今後のスケジュールについて 
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日 時 ： 平成２９年５月２４日（水）９：３０～ 

場 所 ： 刈谷市役所 ６階 ６０３会議室 



市の内部評価結果を外部の有識者に評価していただく。 
 
・市の評価の客観性の向上 
・外部に意見を求め、より効率的かつ効果的な行政運営へ改善 

刈谷市における行政評価 

市で実施している施策・事業について 
「どのような目的」を持って、 
「どのようなこと」を実施して、 
「どのような成果」が得られて、 
「どのような課題」があって、 
「今後どのようなことをしていくか」を、担当課が自己評価 

（３）行政評価の進め方について 

2 

①内部評価 

②外部評価 

⇒ 刈谷市行政評価委員会 



外部評価の考え方 

≪目的≫ 
・「拡大」「縮小」「廃止」など、事業を仕分けるのではなく、「まちを良くする」
「住民サービスの向上」といった視点で、施策・事業の改善・改革につなげ
ることを目的とする。 
 
≪手段≫ 
・委員会の各委員からそれぞれの立場や知見等をもとに、自由に意見を
いただく形式で行う。 
 例えば・・・ 
 ○内部評価とは別角度からの視点による、既存事業の改善や新規施策の提案 など 

 
≪効果≫ 
・委員会全体の意見を市に対する提言等としてはまとめず、個々の意見や
提案を尊重し、今後の施策のあり方や事業の再編などを検討していく。 

（３）行政評価の進め方について 
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≪第１部≫ 

 

 

 

 

 

≪第２部≫ 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組の推進状況を効果検証 

 ⇒ 第７次総合計画を基に策定した、人口問題に特化した 

  個別計画であり、市の重点取組項目に視点を絞り、評価を 

  実施 

平成２９年度外部評価のテーマ（案） 

（３）行政評価の進め方について 

行政評価委員会にて選定予定の教育委員会事務を評価 

 ⇒ 第７次総合計画に位置付けられている教育に関する 

  事務の管理、執行状況の点検及び評価を実施 
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（３）行政評価の進め方について 

◇市のまちづくりを進める上で最も重要な基本となる計画 

◇市がめざすまちづくりの方向性やそれを実現するための取組みを定めた計画 

   めざす都市像：人が輝く 安心快適な産業文化都市 

 生活の安心や快適、環境との調和を図り、本市の特性であるものづくり地域の維持発展
に努めるとともに、ふるさとの歴史や文化を継承し、市民が主体的にまちづくりに参加できる
都市をめざします。 

めざすべき将来都市像の実現に向けて、５つの分野と３０の施策に沿ってまちづくりを推進 

都市環境 教育文化 計画推進 福祉安全 産業振興 

第７次総合計画とは 

まちづくりの方向性（基本構想） 



（３）行政評価の進め方について 
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（施策）市街地・住環境 
めざす姿：都市環境と自然が調和した魅力ある住みよいまち 
 
（施策の内容）市街地の整備・改善 
内容：中心市街地は、民間活力も活用し、環境と防災安全性
に優れた活力と魅力あふれるまちとして整備を進めます 

（事務事業） 
優良建築物等整備事業（市街地整備課） 
電線類地中化事業（道路建設課） 
中心市街地活性化推進団体支援事業（まちづくり推進課） 

「施策」とは市が目
指す都市像を実現
するための方策 

「事業」とは施策を
実現させるための
具体的な手段 

「施策」とは 

「事業」とは 

第７次総合計画 P48､49 
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まち・ひと・しごと創生総合戦略とは 

（３）行政評価の進め方について 

第７次総合計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略との関連性 

最上位の行政計画として 
行政経営の全般的な 
基本指針を中長期的に 
示したもの 

第７次総合計画 まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 

総合戦略 

「2060年に人口約16万人」を維持する
ことを目指して各種施策を推進する５カ
年（Ｈ２７～３1）の短期的な個別計画 
 
戦略推進のための重点事業は、  
総合計画の推進としても計画的に実施 

基本方針 

「若い世代が生涯の居住地として選択し、将来に明るい希望を抱くことができるまち」 

《人口規模の目標 2060（平成72）年：人口 約16万人》 
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≪第１部≫ 

平成２９年度外部評価の対象 

（３）行政評価の進め方について 

基本目標３ 活動・交流・にぎわい支援 

方向性 中心市街地や商店街の活性化・にぎわいの創出を実現する 

取組 刈谷駅・刈谷市駅周辺のにぎわい創出 

 

 

基本目標４ 住環境整備 

方向性 “ひと”と“環境”にやさしく持続可能な総合交通体系を構築する 

取組 公共交通ネットワークの充実 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組の推進状況を効果検証 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 P14､15 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 P18､21 
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≪第２部≫ 

平成２９年度外部評価の対象 

（４）外部評価対象事業選定について 

教育内容の充実 
家庭教育の推進、青少年を取り巻
く環境の整備 

安心で地域に開かれた学校づく
り 

学習機会の充実、学習活動の支
援 

学校施設・設備の整備・充実 スポーツ活動プログラムの充実 

学校給食の充実 
クラブ･団体の育成、スポーツ指導
者の育成 

行政評価委員会にて選定予定の教育委員会事務を評価 

第７次総合計画 P66～73 外部評価項目選定調査票 
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今後の主なスケジュール 

（５）今後のスケジュールについて 

第２回刈谷市行政評価委員会 

日時 ： 平成２９年７月２６日（水）１４：３０～ （２時間半～３時間程度） 

場所 ： 刈谷市役所 ３階 ３０１会議室 

※７月中旬に送付予定の当日資料をご確認のうえ、委員会当日に 

 それぞれの立場や知見等をもとに、自由に意見をいただく形式で行います。 

◆５月３０日（火）  外部評価項目選定調査票 提出〆切 

◆６月上旬  外部評価項目の決定 

◆７月中旬  第２回行政評価委員会開催通知の送付 

    当日資料（評価シート等）の送付 

◆９月～１０月   「外部評価実施結果報告書」の作成、市への提出 

◆１１月～１２月  「外部評価結果に対する市の方針及び対応報告書」の 

            作成・公表 


